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第１ センターの成り立ちと施設のあらまし 

 

１ 沿革 

 甲府保健所動物管理課として位置付けられていた「動物管理センター」を、平成１１年３月全面

改装し、「動物指導センター」と改称した。 

 平成１３年４月に甲府保健所から独立、新たに動物愛護の推進拠点となる「動物愛護指導センタ

ー」として設置された。従前の動物管理事業等に加え、「人と動物のふれあいステーション」とし

て、人と動物がよりよく共生する社会づくりのため、県下全域を対象に各種教室の開催等、動物愛

護事業を推進している。 

 

昭和２５年８月  「狂犬病予防法」（法律第２４７号）施行 

昭和２６年１月  「狂犬病予防法施行細則」施行 

昭和４０年３月  玉穂村犬抑留所として開設（現動物愛護指導センター芝生広場跡地） 

昭和４３年４月  甲府保健所衛生課の分掌事項に犬抑留所の管理が入る 

昭和４５年４月  不用犬収集業務委託開始 全県下対象 毎月８日間 

昭和４７年５月  「山梨県犬取締条例」（昭和４３年山梨県条例第１１号）を廃止し、新たに 

犬の管理の適性をはかるため「山梨県犬管理条例」を施行 

 昭和４８年９月  議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」制定 

  昭和４９年４月  甲府保健所衛生課動物管理係設置 

  「動物の保護及び管理に関する法律」（昭和４８年法律第１０５号）施行 

猫の引取り開始 

昭和５３年３月  動物管理センターとして全面改装 動物管理係が玉穂村で業務開始 

昭和５５年１０月 「山梨県危険な動物の飼養規制条例」施行 

昭和５６年３月  事務室・車庫を増設 

昭和５６年４月  市町村に対する事務委任 

         「狂犬病予防法」登録及び鑑札の交付、注射済み票の交付、犬の登録手数料 

         の徴収事務、「動物保護管理法」公共の場所における負傷動物等の収容 

昭和５９年３月  予備炉を増設 

昭和６０年４月  狂犬病予防注射が年１回となる 

平成 ６年４月  動物管理課と組織変更 

平成 ８年８月  「引き取った犬及び猫の譲渡事業」の開始及び「犬の飼い方教室」の開催 

平成 ９年４月  「犬のしつけ方教室」開催 

平成１１年３月  動物指導センターとして全面改築（現芝生広場から現在地への移転） 

     １２月 「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更 

         （動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動 

物の拡大、罰則の強化など） 

平成１２年４月  「動物ふれあい教室」開催 

     ９月  猫（子猫）の譲渡開始 

平成１２年１２月 「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行 

平成１３年４月  動物愛護の拠点となる組織として甲府保健所から独立し動物愛護指導セン 

ターを設立。これまでの業務は引き続き実施し、甲府保健所業務は兼務体制 

となる。 

 平成１４年２月  飼育者譲渡及びボランティア譲渡の開始 
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 平成１５年４月  「山梨県犬管理条例」と「山梨県危険な動物の飼養規制条例」を廃止し、「山 

梨県動物の愛護及び管理に関する条例」施行（平成１４年条例第４１号） 

飼い主からの犬猫の引取りの有料化 

市町村における引取り及び引取り日程の市町村広報誌への掲載の廃止 

 平成１７年６月  「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正公布 

          （動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、 

罰則の強化など） 

平成１８年６月  「動物の愛護及び管理に関する法律」 一部改正施行 

「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」一部改正施行 

平成２０年３月  「山梨県動物愛護管理推進計画」（平成２０年度～平成２９年度）策定 

平成２４年９月  「動物の愛護及び管理に関する法律」 一部改正公布 

（動物取扱業の適正化、終生飼養の明文化、罰則の強化など） 

 平成２５年９月  「動物の愛護及び管理に関する法律」 一部改正施行 

 平成２６年３月  「山梨県動物愛護管理推進計画」（平成２６年度～平成３５年度）見直し   

平成３１年４月  甲府市の中核市移行に伴い、同市に係る動物業務移管 

令和 元年６月  「動物の愛護及び管理に関する法律」 一部改正公布 

         （責務規定の明確化、第一種動物取扱業の適正化、罰則の強化、特定動物の 

規制強化、マイクロチップの装着等の動物販売業者への義務化など） 

  「愛玩動物看護師法」成立 

令和 ２年４月  飼い主からの引取りに伴う運搬業務（運搬車）に関する業務委託の廃止 

   新型コロナウイルス感染症まん延防止に係る「緊急事態宣言」（政府対策本 

部長）公示。感染防止対策を図りつつ事業を実施 

 令和 ２年６月  「動物の愛護及び管理に関する法律」 一部改正（令和元年６月）一部施行 

         （責務規定の明確化、第一種動物取扱業の適正化、罰則の強化、特定動物の 

規制強化など） 

子猫の一時飼養ボランティア（ミルクボランティア）確保事業の開始 

 令和 ２年１１月 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術助成事業の開始 

          センター内手術室の整備 

          「山梨県動物愛護指導センター犬及び猫の譲渡要領」及び「譲渡選定・健康 

管理細目」の一部改正 

 令和 ２年１２月 「山梨県動物愛護指導センターにおける飼養動物災害時管理対応実施要領」 

の策定  

 令和 ３年３月  「山梨県動物愛護管理推進計画（令和３年度～１２年度）」策定 

 令和 ３年６月  「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正（令和元年６月）一部施行 

           （第一種動物取扱業の遵守基準の具体化、犬猫の販売日齢の規制） 

 令和 ３年１２月 動物ふれあい教室に代わる「動物愛護教室」開催 

 令和 ４年６月  「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正（令和元年６月）一部施行 

           （販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録義務化、飼い主による

マイクロチップ情報の登録義務化） 

令和 ５年１月  「山梨県動物愛護指導センター犬猫等の譲渡要領」及び「譲渡選定・健康管 

理細目」の一部改正 

 令和 ５年１０月 「山梨県譲渡ボランティア支援事業」の開始 

 令和 ６年４月  山梨県動物愛護指導センターポータルサイトの開設 
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２ 職員の配置状況 

                            令和７年４月１日現在                       

所長 次長 獣医師 技術員 

 

会計年度
任用職員 

合計 

１ １ ２ １ ５ １０ 

   ※獣医師、技術員及び会計年度任用職員は中北保健所との兼務職員 

 

 

 

 

 ３ 施設概要 

 

   （１） 名 称  山梨県動物愛護指導センター 

   （２） 所 在 地  山梨県中央市乙黒１０８３ 

   （３） 敷地面積  ７，６１２．７０m2 

   （４） 建設年度    平成１０年度（車庫については、昭和５５年度） 
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４ 管轄区域  

 

動物愛護指導センター業務 

：県下全域 

(1) 動物愛護・適正飼養の普及啓発、飼養相談、飼えなくなった犬猫の引取り、 

所有者の判明しない犬猫の引取り及び返還 

 

(2) 負傷動物の処置、犬猫の譲渡、処分等（甲府市については受託業務） 

        

中北保健所業務 

：甲斐市、中央市、昭和町 

犬猫等の飼養に伴う生活環境被害の防止、犬による危害の防止、飼えなくなった

犬猫の引取り、所有者の判明しない犬猫の引取り及び返還、動物取扱業の登録及

び監視、特定動物の飼養許可事務、多頭飼養者への適正な飼い方の指導等 
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５－１ 建物配置図 
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５－２ 建物平面図 
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 ６ 建物規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名        称 
延面積（m2） 

（建面積） 

本 館 棟 事 務 室 ６９．３０ 

会 議 室 ４３．２６ 

休 憩 室 １０．５０ 

処置前室 ２５．００ 

処 置 室 ２６．２５ 

X 線 室 ６．８０ 

暗室 ３．２０ 

検 査 室 ５７．００ 

保管庫 ５．００ 

更 衣 室・シャワー室 ２２．０８ 

ホ ー ル・廊 下・トイレ 他 １３１．１１ 

計 
３９９．５０ 

（４０９．５０） 

動物管理棟 猫ふれあいルーム １２．００ 

飼料倉庫 １０．００ 

負傷動物管理室 １２．００ 

病性鑑定管理室 １２．００ 

猫管理室 ２２．００ 

子犬管理室 ２０．００ 

成犬管理室 ６０．００ 

制御室 ２５．００ 

焼却炉室 １Ｆ １４３．７５ 

     ２Ｆ （５２．７１） 

車寄せ・通路他 ２０８．３０ 

計 
５２５．０５ 

（４７２．３５） 

車 庫  １２３．２０ 

犬 舎  ２０．００ 

ブロアー置き場  ２．７６ 

合          計 
１，０７０．５１ 

（１，０２７．８１） 
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第２ 事業概要  

 １ 動物愛護指導センター業務体系 （◎はセンター業務、○は中北保健所業務） 

  （１）動物愛護事業 

    ◎ 適正飼養講習会の開催 

・犬の適正飼養講習会の開催 

「譲渡前講習会」「ステップ１」 

      ・猫の適正飼養講習会の開催 

「猫との暮らし方教室」 

 

◎ 動物愛護の普及啓発事業 

      ・動物愛護教室の開催 

・動物愛護デーにおける動物愛護及び適正飼養の普及啓発 

・施設見学、職業体験受け入れ 

・飼い主からのしつけ等に関する相談対応  

・センターポータルサイトによる情報発信  

 

    ◎ 子猫の一時飼養ボランテイア（ミルクボランティア）事業 

 

◎ 犬猫の譲渡事業 

 

◎ 譲渡ボランティア支援事業 

 

 

（２）動物管理事業 

◎○ 犬猫の引取り等業務 

飼えなくなった犬・猫の引取り、所有者の判明しない犬・猫の引取り、返還 

 

◎ 飼養管理業務  

 

◎ 負傷動物の処置 

 

◎ 犬及び猫の処分   

  

    ○ 狂犬病予防関係業務 

咬傷事故の調査及び指導 

 

     ○ 犬、猫等の飼養に伴う生活環境被害の防止業務 

        犬、猫等飼養動物の適正な飼い方の指導 

    

    ○ 動物取扱業の監視指導業務 

 

○ 危険を伴う動物（特定動物）の飼養・保管施設の監視指導業務 

 

○ 犬猫の多頭飼養者への指導業務 
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２ 動物愛護事業 

 

（１） 適正飼養講習会 

ア 犬の飼い方教室    

（ア）譲渡前講習会  

対象：初めて犬を飼う方や当センターから犬の譲り受けを考えている方 

内容：関係法令、飼い主の責任等の説明及びしつけの基本を学ぶ 

講習会終了後等に譲渡会を開催した 

       ※当センターからの犬の譲渡を希望する方には、当講習会の受講を条件としている 

 
R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

開催回数 １５回 １２回 １４回 ２１回 

参加人員 ３８人 ３８人 ４８人 ４６人 

 

 

（イ）ステップ１  

対象：犬を飼養している方 

内容：関係法令、飼い主の責任及び犬の習性等の説明及び DVD によるしつけ方法の紹 

介等 

 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

開催回数 ０回 ２回 ２回 １回 

参加人員 ０人 ３人 ３人 ２人 

   

 

イ 猫との暮らし方教室  

対象：初めて猫を飼う方又は当センターから猫の譲り受けを考えている方 

内容：関係法令、飼い主の責任及び猫の習性、室内飼養の方法を学ぶ 

教室終了後等に譲渡会を開催した 

※当センターから猫の譲渡を希望する方には、当講習会の受講を条件としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

開催回数 １６回 １６回 ２１回 ２６回 

参加人数 ４０人 ５８人 ６０人 ６９人 
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（２） 動物愛護教室 

命あるものを大切にする心を育てることを目的として、動物にも人間と同じ感情があるこ

と、動物の感情の読み取り方、動物との正しい接し方などについて伝えている。 

 

ア 動物愛護教室 

対象：小学生～高校生 

内容：動物の写真やイラストを用いて、動物の感情表現方法を学ぶことにより、動物と

の正しい接し方を知るとともに、動物の気持ちや命を大切にするために自分たち

にできることを考える。 

 R４年度 R５年度 R６年度 

校数 新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため開催せず 

６ １ 

回数 ８ １ 

人数 ２１７ １２ 

 

イ 親子動物愛護教室  

対象：小学生以下の子供とその保護者 

内容：スライドや動物を見ながら、動物の習性、感情表現、ふれあいの方法を学ぶ。 

 R４年度 R５年度 R６年度 

回数 ３ ３ ０ 

人数 １８ １４ ０ 

 

 

（３） 動物愛護週間 

動物愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めることにより、生命尊重、友愛など豊

かな心を育むことを目的として、動物愛護デーを開催した。 

 

開催日時：令和６年１０月２７日（日）午前１１時から午後２時まで 

会場：笛吹みんなの広場（笛吹市石和町松本１４４２－３） 

内容：講演会（ペット防災セミナー）、１日獣医師体験、犬猫無料健康相談、獣医系 

大学無料進学相談、飼い方相談、ペット災害対策、ミルクボランティア事業・ 

地域猫活動・マイクロチップ制度紹介、動物クラフト、ペット自慢大会、ペッ 

トフード紹介、スタンプラリー、各種アトラクション（動物クイズ、マテにチ 

ャレンジ、サクライザーショー） 

実施主体：山梨県、公益社団法人山梨県獣医師会 

参加者数：５００名 
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（４） 施設見学・職業体験等 

小中高校生等の見学や職業体験、大学生等のインターンシップ研修等の受け入れを行い、

当センターの業務を通じて動物愛護行政の現状に関する情報を提供し、人と動物が調和し

共生する社会の実現の一助となるよう努めている。 

対象 回数 人数 

施設見学 ２２ ６１ 

職業体験 ３ ３２ 

バックヤードツアー １ １３ 

インターンシップ ４ ４ 

計 ３０ １１０ 

 

 

（５） 動物愛護等情報発信事業 

民間のフリーペーパーへの寄稿、県ボランティアセンター・動物病院等におけるパンフ

レットの配布等により、センターの事業について情報発信した。 

令和６年３月にはセンター専用ポータルサイトを開設し、動物愛護や迷子の犬・猫の情

報を発信するとともに、TikTok で譲渡動物の動画を掲載するなど譲渡事業の一層の推進に

努めている。 

 

 

（６） センター事業に関する問い合わせ、相談 

センターが開催する各種教室、譲渡事業、施設見学等に関する問い合わせ、申し込

み及び犬猫の飼い方に関する相談対応を行った。 

犬に関すること 猫に関すること その他 計 

８９ １５６ １ ２４６ 

 

 

（７）子猫の一時飼養ボランティア（ミルクボランティア）事業 

令和 2年 6月、センターに収容された離乳前の子猫を自宅等で一時的に育てるミル

クボランティアを募集し、子猫を離乳まで預託する事業を開始した。 

ミルクボランティアには、育成に必要な物品（ミルク、哺乳瓶、フード、ペットシ

ーツ等）を提供し、子猫が離乳するまで、授乳、排泄の補助、健康観察等の記録を依

頼した。 

育成した子猫はセンターに返還後、センターから譲渡した（預託後の死亡を除く）。 

登録説明会 １０回１９名 

登録者数 ７０名（団体２、個人６８） 

子猫預託数 １６３匹（うちセンター返還後譲渡１３２匹、預託中１１匹、

預託中の死亡及び致死処分２０匹） 

研修会 １回１３名 

実習 ４回４名 
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（８） 犬及び猫の譲渡 

「山梨県犬、ねこ等の譲渡要綱」及び「山梨県動物愛護指導センター犬及び猫の譲渡要領」

に基づき、センターに搬入された犬・猫の適性等を判定した上で、新しい飼い主に譲渡した。

自宅で自ら飼養することを目的として譲渡を希望する個人及び新たな終生飼養者を探すこと

を目的として譲渡を希望する団体等（登録ボランティア）を譲渡対象としている。 

 

ア 犬及び猫の譲渡数 

※負傷動物含む 

※（ ）内は甲府市を除いて再掲 

※【  】内はミルクボランティアが育成した子猫の数（内数） 

 

  イ マイクロチップを装着した譲渡動物の頭数 

成犬 成猫 子猫 計 

３２ ７２ １４８ ２５２ 

 

  ウ センターで実施した譲渡動物の繁殖制限の頭数 

 犬 猫 計 

不 妊 手 術 ０ ３ ３ 

去 勢 手 術 ０ ９ ９ 

計 ０ １２ １２ 

  R４年度 R５年度 R６年度 

犬・猫譲渡合計 ２９０（２５８） ２６４（２４１） ２５３（２４５） 

 成犬・成猫 ７１（ ６５） ９０（ ８３） １０１（ ９６） 

子犬・子猫 ２１９（１９１） １７４（１５８） １５２（１４９） 

 

 

 

 

犬 

飼養者等への譲渡数 １０（  ９） １２（ １１） １６（ １５） 

        

        

成犬 １０（  ９） １２（ １１） １６（ １５） 

子犬 ０（  ０） ０（  ０） ０（  ０） 

ボランティアへの譲渡 ３５（ ３２） ３４（ ３２） １８（ １８） 

        

 

成犬 ３１（ ２８） ３４（ ３２） １８（ １８） 

子犬 ４（  ４） ０（  ０） ０（  ０） 

小計 ４５（ ４１） ４６（ ４３） ３４（ ３３） 

 成犬 ４１（ ３７） ４６（ ４３） ３４（ ３３） 

子犬 ４（  ４） ０（  ０） ０（  ０） 

 

 

 

 

 

猫 

飼養者等への譲渡 ２７（ ２５） ３１（ ２７） ４４（ ４３） 

 成猫 ２（  ２） ６（  ６） １１（ １０） 

子猫 ２５（ ２３） ２５（ ２１） ３３（ ３３） 

ボランティアへの譲渡 ２１８（１９２） １８７（１７１） １７５（１６９） 

 成猫 ２８（ ２８） ３８（ ３４） ５６（ ５３） 

子猫 １９０（１６４） １４９（１３７） １１９（１１６） 

小計 ２４５（２１７） ２１８（１９８） ２１９（２１２） 

 成猫 ３０（ ３０） ４４（ ４０） ６７（ ６３） 

子猫 ２１５（１８７） 

【１７２】 

１７４（１５８） 

【１３４】     

１５２（１４９） 

【１３２】     
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３ 動物管理事業 

（１） 引取り業務（各保健福祉事務所での引取り数も含む） 

 

  ア 所有者からの引取り 

     やむを得ない事情で飼えなくなった犬猫の放置や遺棄などにより生ずる問題を未然に防

ぐため、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき引取りを実施した。 

 
犬 猫 

成犬 子犬 計 成猫 子猫 計 

R 4 年度 23 4 27 25 0 25 

R 5 年度 29 0 29 25 11 36 

R 6 年度 14 0 14 63 12 75 

 

イ 所有者の判明しない犬・猫の引取り 

所有者の判明しない犬・猫について、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき引取 

りを実施した。 

 
犬 猫 

成犬 子犬 計 成猫 子猫 計 

R 4 年度 23 0 23 0 226 226 

R 5 年度 15 0 15 9 163 172 

R 6 年度 19 0 19 3 162 165 

※ 市町村条例に基づく公示満了後にセンターに搬入された犬を含む 

 

 

（２） 甲府市との委託契約に基づく受け入れ状況 

甲府市との処分業務委託契約に基づき、犬猫の受け入れを行った。 

 
犬 猫 

成犬 子犬 計 成猫 子猫 計 

R4 年度 
5 

(0) 

0 

(0) 

5 

(0) 

2 

(2) 

41 

(6) 

43 

(8) 

R 5 年度 
3 

(0) 

0 

(0) 

3 

(0) 

9 

(9) 

18 

(2) 

27 

(11) 

R 6 年度 
2 

(0) 

0 

(0) 

2 

(0) 

9 

(9) 

8 

(7) 

17 

(16) 

※ （ ）内は負傷動物数を再掲 
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（３） 負傷動物の処置    

  公共の場所で交通事故等により負傷した動物の処置を行った。 

※ 甲府市内の負傷動物の処置はセンターにて実施し、公示、返還業務は甲府市が実施 

※ （ ）内は甲府市を除いて再掲 

 

（４）犬及び猫の処分 

    公示が満了した犬・猫及び飼い主から引取り依頼のあった犬・猫は、返還又は譲渡できた犬・

猫を除き、麻酔薬及び炭酸ガス等により致死処分を行った。 

※ 負傷動物を含む 

※ 「センターへの搬入数」 

＝「センター及び保健所が引き取った数」＋「市町村がセンターに搬入した数」 

＋「負傷動物数」 

※ 致死処分数は、引取り後死亡した数を含む 

※ （ ）内は甲府市を除いて再掲 

「センターへの搬入数」と「返還数」、「譲渡数」及び「致死処分数」の合計は、

前年度からの繰り入れ、翌年度への繰り越し頭数があるため一致しない。 

 

 

 

犬 猫 その他 合 計 

処置数 返還数 処置数 返還数 処
置
数 

返
還
数 

処
置
数 

返
還
数 成犬 子犬 成犬 子犬 成猫 子猫 成猫 子猫 

R4 
年度 

3 

(3) 

0 

(0) 

1 

(1) 

0 

(0) 

16 

(14) 

13 

(7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

32 

(24) 

1 

(1) 

R5 
年度 

1 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

26 

(17) 

4 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

31 

(20) 

0 

(0) 

R6 
年度 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

30 

(21) 

17 

(10) 

3 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

47 

(31) 

3 

(3) 

 

犬 猫 計 

セ
ン
タ
ー
へ
の

搬
入
数 

返
還
数 

譲
渡
数 

致
死
処
分
数 

セ
ン
タ
ー
へ
の

搬
入
数 

返
還
数 

譲
渡
数 

致
死
処
分
数 

セ
ン
タ
ー
へ
の

搬
入
数 

返
還
数 

譲
渡
数 

致
死
処
分
数 

R4 

年度 

54 

(49) 

4 

(3) 

45 

(41) 

3 

(3) 

315 

(272) 

0 

(0) 

245 

(217) 

68 

(53) 

369 

(321) 

4 

(3) 

290 

(258) 

71 

(56) 

R5 

年度 

48 

(45) 

2 

(2) 

46 

(43) 

2 

(2) 

254 

(227) 

0 

(0) 

218 

(198) 

34 

(27) 

302 

(272) 

2 

(2) 

264 

(241) 

36 

(29) 

R6 

年度 

35 

(33) 

2 

(2) 

34 

(33) 

1 

(1) 

288 

(271) 

3 

(3) 

219 

(212) 

54 

(44) 

323 

(304) 

5 

(5) 

253 

(245) 

55 

(45) 



 ４　 狂犬病予防及び動物愛護管理業務（中北保健所業務）

（１）　狂犬病予防法関係

　　 　犬の登録及び狂犬病予防注射実施数

甲斐市 中央市 昭和町 合　計

271 165 223 659

3,881 2,015 1,033 6,929

2,502 1,099 775 4,376

（２）　動物愛護管理業務

　ア　犬の捕獲・返還及び飼えなくなった犬猫の引き取り状況

　　　山梨県動物の愛護及び管理に関する条例及び各市町の犬取締条例に基づく人畜への 

　　危害防止のため、野犬等の捕獲、また、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく飼

　　えなくなった犬及び猫の引取りを行っている。

甲斐市 中央市 昭和町 合　計

28 24 7 59

0 0 0 0

24 23 7 54

0 7 0 7

0 0 0 0

甲斐市 中央市 昭和町 合　計

0 2 7 9

27 12 25 64

0 0 0 0

　　イ　咬傷事故件数

登録 未登録

10 0 0 10

捕獲頭数

　　　平成１２年４月１日から各市町村の自治事務として、狂犬病予防法に基づく登録と
　　予防注射を行っている。

所有者からの引取り数

所有者からの引取り数

所有者の判明しない犬の引取り数

薬捕頭数

返還頭数

新規登録数

合計

猫
所有者の判明しない猫の引取り数

登録総数

犬

注射頭数

返還頭数

咬傷事故等の数

飼い主判明
飼　 い　 主

飼い主不明
野犬

0

区　　　　　分
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　　ウ　動物関係苦情等受付状況 （延べ数）

捕獲 家畜･農作 逸走保護

依頼 情報

13 65 2 0 17 44 1 157

　　エ　動物取扱業の登録状況

　　オ　特定動物の飼養状況

区分

ニホンザル （10） 0施設0回

　　カ　犬猫の多頭飼養の届出状況

合計 11 2

      　 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、人の生命・身体又は財産に害を加える恐れ
　　　のある特定動物の飼養施設に対する許可、監視を行った。

施設数

55

3

第一種動物取扱業（登録）

監 視 ・ 指 導 施 設 数及び延ベ回数

1施設　1回

無責任な

餌やり

第二種動物取扱業（届出）

58

糞尿被害引取依頼 放し飼い 虐待

      　 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物の管理、飼養施設・設備等について、
　　　監視・指導を行った。

3 16

施設数

甲斐市 中央市

10

0

25施設　27回

合計

許可 1

鳴き声

2

物 被 害

0

種　類（　飼　育　頭　数　）

悪臭 その他

   　　山梨県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、犬猫の多頭飼養の届出の受理及び助
　　言、指導を行った。

犬のみ

犬・猫

猫のみ 3

1

14

0

監 視 ・指導
施設数及び延べ回 数

昭和町 合計

1

1

0 0

1

1
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【資料】

１　犬猫の引取り数等の状況

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

犬 496 538 380 386 302 175 191 117 85 74 59 30 50 46 33

猫 1,574 1,455 1,591 1,219 1,323 1,276 1,155 802 675 457 385 409 315 254 285

計 2,070 1,993 1,971 1,605 1,625 1,451 1,346 919 760 531 444 439 365 300 318

犬 147 204 169 163 139 92 99 68 48 67 55 34 45 46 34

猫 154 147 85 146 181 265 419 225 204 217 274 338 245 218 219

計 301 351 254 309 320 357 518 293 252 284 329 372 290 264 253

犬 349 334 211 223 163 83 85 49 30 12 5 4 3 2 1

猫 1,420 1,308 1,508 1,073 1,142 1,011 733 577 476 240 111 72 68 34 54

計 1,769 1,642 1,719 1,296 1,305 1,094 818 626 506 252 116 76 71 36 55

※　負傷動物を含む

※　致死処分数は、引き取り後に死亡した数を含む

年度

収容数
（返還数

を除く）

譲渡数

致死
処分数

※　「収容数」と「譲渡数」及び「致死処分数」の合計は、前年度からの繰り入れ、翌年度への繰り越し頭数があるため
　　　一致しない
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2
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頭（匹）

年度
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２　犬猫の譲渡及び致死処分の状況

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

収容数(返還数を除く) 496 538 380 386 302 175 191 117 85 74 59 30 50 46 33

譲渡数 147 204 169 163 139 92 99 68 48 67 55 34 45 46 34

譲渡率 29.6 37.9 44.5 42.2 46.0 52.6 51.8 58.1 56.5 90.5 93.2 113.3 90.0 100.0 103.0

致死処分数 349 334 211 223 163 83 85 49 30 12 5 4 3 2 1

致死処分率 70.4 62.1 55.5 57.8 54.0 47.4 44.5 41.9 35.3 16.2 8.5 13.3 6.0 4.3 3.0

収容数(返還数を除く) 1574 1455 1591 1219 1323 1276 1155 802 675 457 385 409 315 254 285

譲渡数 154 147 85 146 181 265 419 225 204 217 274 338 245 218 219

譲渡率 9.8 10.1 5.3 12.0 13.7 20.8 36.3 28.1 30.2 47.5 71.2 82.6 77.8 85.8 76.8

致死処分数 1420 1308 1508 1073 1142 1011 733 577 476 240 111 72 68 34 54

致死処分率 90.2 89.9 94.8 88.0 86.3 79.2 63.5 71.9 70.5 52.5 28.8 17.6 21.5 13.4 18.9

※ 負傷動物を含む

※ 致死処分数は、引き取り後に死亡した数を含む

犬

猫

※「収容数」と「譲渡数」及び「致死処分数」の合計は、前年度からの繰り入れ、翌年度への繰り越し頭数があるため一致しない

※「譲渡率」及び「致死処分率」の合計は、前年度からの繰り入れ、翌年度への繰り越し頭数があるため100％にはならない

猫

年度

犬
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